
    ○大府市日中一時支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障がい者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第４条第１項

に規定する障害者をいう。）及び障がい児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

４条第２項に規定する障害児をいう。）（以下これらを「障がい者等」という。）に対し、

障害者総合支援法第７７条第３項の規定に基づき、障がい者等が日中において活動でき

る場を提供することにより、障がい者等が健全で快適な生活を送ること及び障がい者等

の介護を行っている家族が一時的な休息を得られることを目的として実施する大府市日

中一時支援事業（以下「事業」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体は、大府市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を社会福

祉法人等に委託することができる。 

（対象者） 

第３条 事業の対象となる者（以下「対象者」という。）は、次の各号のいずれかに該当し、

かつ、６歳以上（未就学児を除く。）の者とする。 

⑴ 市内に居住する障がい者等 

⑵ 市外に居住する障害者総合支援法第１９条第３項に規定する特定施設入所障害者で

あって、同項に規定する特定施設に入所する前の居住地（以下「居住地特例地」とい

う。）が市内にある者 

２ 前項第１号又は第２号に該当する者のうち、居住地特例地が他の市町村の区域内にあ

る者は、同項の規定にかかわらず、対象者としない。 

（事業の内容） 

第４条 事業の内容は、障がい福祉サービス事業者が事業所において、障がい者等に対し、

日中における活動の場を提供し、社会等に適応するための日常的な訓練を行うものとす

る。 

（事業者） 

第５条 事業を実施することができる事業者は、大府市地域生活支援事業実施事業所登録

要領に基づく日中一時支援事業の登録を受けたもの（以下「事業者」という。）とする。 

（申請） 

第６条 事業を利用しようとする者（対象者が満１８歳未満の場合は、その保護者。以下

「申請者」という。）は、地域生活支援事業利用申請書兼利用者負担額減額・免除等申請

書（第１号様式）及び世帯状況・収入・資産等申告書（第２号様式）を市長に提出しな

ければならない。 

（決定通知等） 

第７条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、対象者の身体状況等を考慮した上でそ

の内容及び利用区分を審査し、事業の利用を決定したときは、地域生活支援事業利用・

変更決定通知書（第３号様式）により申請者に通知するものとする。 



２ 市長は、審査の結果、事業の利用を却下したときは、地域生活支援事業利用却下通知

書（第４号様式）により申請者に通知するものとする。 

（変更の申請等） 

第８条 前条第１項の規定により決定された内容に変更があるときは、申請者は、地域生

活支援事業利用申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めたと

きは、決定の内容を変更し、地域生活支援事業利用・変更決定通知書により申請者に通

知するものとする。 

（費用の負担） 

第９条 事業を利用した者（利用者が満１８歳未満の場合は、その保護者。以下「負担義

務者」という。）は、サービス利用に係る料金（以下「利用者負担額」という。）として

別表第１に定める報酬単価の額に、別表第２に定める負担率を乗じて得た額（当該額に

１円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）を負担しなければならない。 

２ この要綱において「世帯」とは、利用者及びその配偶者をいう。ただし、利用者が満

１８歳未満の場合は、住民票に記載された全ての者をいう。 

（費用負担の上限） 

第１０条 負担義務者は、同一月内において、次に掲げる額の合計額が別表第３に定める

月額負担上限額を超えた場合は、前条の規定にかかわらず、月額負担上限額を超えた利

用者負担額について、支払を要しない。この場合において、負担義務者が月額負担上限

額を超えて利用者負担額を支払った場合は、高額地域生活支援サービス費支給申請書兼

請求書（第５号様式）により当該超過支払額に相当する額（以下「高額地域生活支援サ

ービス費」という。）の支給を請求することができるものとする。 

⑴ 前条第１項に規定する利用者負担額 

 ⑵ 大府市移動支援事業実施要綱に基づく移動支援事業に係る利用者負担額 

 ⑶ 大府市訪問入浴サービス事業実施要綱に基づく訪問入浴サービス事業に係る利用者

負担額 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに、その内容を審査し、高額地域生

活支援サービス費の支給（不支給）を決定したときは、高額地域生活支援サービス費支

給（不支給）決定通知書（第６号様式）により申請者に通知するとともに、高額地域生

活支援サービス費を支払うものとする。 

３ 負担義務者（利用者が満１８歳未満の者で市民税課税世帯に属する場合を除く。）が、

次の各号のいずれかに該当する世帯に属する場合は、第１項の規定にかかわらず、別表

第４に定める月額負担上限額を適用する。 

⑴ 利用者が満１８歳未満の者で、市民税所得割額の合計が２８万円未満の世帯 

⑵ 利用者が満１８歳以上の者で、市民税所得割額の合計が１６万円未満の世帯 

４ 月額負担上限額は、支給の開始が１月分から６月分までの場合は、前年度分の市民税

に、７月分から１２月分までの場合は、当該年度分の市民税に基づき決定する。 

５ 別表第３において、要保護世帯（生活保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成



６年法律第３０号）による支援給付受給世帯をいう。以下同じ。）ではないが、利用者負

担額を支払うことによってその利用者が属する世帯が要保護世帯になる場合には、要保

護世帯の月額負担上限額を適用する。 

（事業者への支払） 

第１１条 事業者は、市長に対し、毎月１０日までに前月分の事業の利用状況を報告する

とともに、事業に要した経費（別表第１に定める報酬単価の額にその月の事業の延べ実施

日数を乗じて得た額をいう。）のうち利用者負担額を控除した額（次項において「請求

額」という。）を請求するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求額を利用月の翌々月の末日まで

に事業者に支払うものとする。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

  附 則 

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



別表第１（第９条関係） 

報酬単価 

利用時間 利用区分 報酬単価（１日当たり） 

４時間以上 
Ａ ５，５９０円 

Ｂ ７，１４０円 

４時間未満 
Ａ ３，７２０円 

Ｂ ４，７６０円 

備考  

１「利用区分Ａ」は、障害支援区分認定調査の結果、区分１から区分３までに該当す

る場合、又は障がい児認定調査の結果、区分１若しくは区分２に該当する場合とす

る。 

２「利用区分Ｂ」は、障害支援区分認定調査の結果、区分４から区分６までに該当す

る場合、又は障がい児認定調査の結果、区分３に該当する場合とする。 

３ ２０歳未満の利用者に対して、その居宅又は学校と日中一時支援事業所との間の

送迎を行った場合は、片道につき２００円を加算する。 

別表第２（第９条関係） 

利用者負担額負担率 

 

 

別表第３（第１０条関係） 

月額負担上限額 
 

  区分 月額負担上限額

要保護世帯 ０円

市民税非課税世帯 ０円

市民税課税世帯 ３７,２００円

 

別表第４（第１０条関係） 

月額負担上限額 

区分 月額負担上限額

利用者が満１８歳未満の者で、市民税

所得割額の合計が２８万円未満の世帯 
４,６００円

利用者が満１８歳以上の者で、市民税

所得割額の合計が１６万円未満の世帯 
９,３００円

 

区分 負担率 

要保護世帯 ０

市民税非課税世帯 ０

市民税課税世帯 １０／１００


